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１【提出理由】

　2024年９月19日開催の当社取締役会において、当社連結子会社であるMonstarlab Denmark ApS（以下「ＭＬＤＫ」）

並びにＭＬＤＫの完全子会社（当社の孫会社）であるMonstarlab Czech Republic. s.r.o（以下「ＭＬＣＺ」）及び

Monstarlab Middle East DMCC（以下「ＭＬＵＡＥ」）の３社について、破産手続開始の申立てを行うこと並びにＭＬ

ＤＫの完全子会社（当社の孫会社）であるMonstarlab UK Limited（以下「ＭＬＵＫ」）を清算または破産することを

決議したことに伴い、子会社の異動が生じる見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容

等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

 

　①ＭＬＤＫ

名称 Monstarlab Denmark ApS

住所 2150 Nordhavn Orientkaj 4, 1.

代表者の役職・氏名 CEO, Director Anders Elnegaard Birch

事業内容 デジタルコンサルティング事業

資本金 81,000 ＤＫＫ（約1.8百万円）

 

　②ＭＬＵＫ

名称 Monstarlab UK Limited

住所 1st Floor 33 Grey Street, Newcastle Upon Tyne, Newcastle

Upon Tyne, Tyne And Wear, NE1 6EE

代表者の役職・氏名 CEO, Director Hiroki Inagawa

事業内容 デジタルコンサルティング事業

資本金 １ＧＢＰ（約203円）

 

　③ＭＬＣＺ

名称 Monstarlab Czech Republic. s.r.o

住所 Boudníkova 2514/7, Libeň, 180 00 Prague 8

代表者の役職・氏名 CEO, Director MARKÉTA OHNIŠTOVÁ

事業内容 デジタルコンサルティング事業

資本金 200,000 ＣＺＫ（約1.3百万円）

 

　④ＭＬＵＡＥ

名称 Monstarlab Middle East DMCC

住所 Jumeirah Lakes Towers, Dubai

代表者の役職・氏名 CEO, Director Mark Jones

事業内容 デジタルコンサルティング事業

資本金 50,000ＡＥＤ（約2.2百万円）

 

(２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する

割合

　①ＭＬＤＫ

　ａ．当社の所有に係る特定子会社の議決権の数（出資金額）

　　　異動前：81,000 ＤＫＫ

　　　異動後：－

　ｂ．総株主等の議決権に対する割合

　　　異動前：100％

　　　異動後：－％

 

　②ＭＬＵＫ

　ａ．当社の所有に係る特定子会社の議決権の数（出資金額）

　　　異動前：１ＧＢＰ

　　　異動後：－

EDINET提出書類

株式会社モンスターラボホールディングス(E38477)

臨時報告書

2/3



　ｂ．総株主等の議決権に対する割合

　　　異動前：100％

　　　異動後：－％

 

　③ＭＬＣＺ

　ａ．当社の所有に係る特定子会社の議決権の数（出資金額）

　　　異動前：200,000 ＣＺＫ

　　　異動後：－

　ｂ．総株主等の議決権に対する割合

　　　異動前：100％

　　　異動後：－％

 

　④ＭＬＵＡＥ

　ａ．当社の所有に係る特定子会社の議決権の数（出資金額）

　　　異動前：50,000ＡＥＤ

　　　異動後：－

　ｂ．総株主等の議決権に対する割合

　　　異動前：100％

　　　異動後：－％

 

(３）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：ＭＬＤＫ、ＭＬＣＺ及びＭＬＵＡＥの破産並びにＭＬＵＫの清算または破産のため

 

②　異動の年月日：上記４社いずれについても、現地法令に従い必要な手続が完了次第、破産手続開始申立て又は清

算を行う予定です。

 

以　上
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